
平成２５年５月１日

文 化 庁

我が国の推薦資産に係る世界遺産委員会諮問機関による

評価結果及び勧告について（第二報）

今般、我が国から推薦を行っている２つの文化遺産「武家の古都・鎌倉」及び「富士山」につい

てＩＣＯＭＯＳによる勧告がユネスコ世界遺産センターより通知されました。各遺産の推薦に係るこ

れまでの経緯と評価結果及び世界遺産委員会への勧告は下記のとおりです。

記

１． ＩＣＯＭＯＳの評価結果及び勧告の内容

「武家の古都・鎌倉」については、「不記載」が適当との勧告がなされた。

「富士山」については、三保松原を除き「記載」が適当との勧告がなされた。

※ＩＣＯＭＯＳの評価結果及び勧告の概要については別添（別添１：鎌倉、別添２：富士山）のと

おり。

（参考１） 諮問機関による評価結果の４つの区分

① 記載（Inscription）： 世界遺産一覧表に記載するもの。

② 情報照会（Referral）： 追加情報の提出を求めた上で次回以降に再審議するもの。

③ 記載延期（Deferral）： より綿密な調査や推薦書の本質的な改定が必要なもの。推薦書

を再提出した後、約１年半をかけて再度諮問機関の審査を受ける必要がある。

④ 不記載(Not to inscribe）： 記載にふさわしくないもの。（世界遺産委員会で不記載決議と

なった場合、例外的な場合を除き再推薦は不可。）

（参考２）International Council on Monuments and Sites（イコモス）：国際記念物遺跡会議

文化財の保存、修復、再生などを行う国際非政府間組織（ＮＧＯ）。本拠地はパリ。

１９６４年設立。



２． 「武家の古都・鎌倉」のこれまでの経緯

平成 ４年１０月 ユネスコの世界遺産暫定一覧表に記載

平成２４年 １月 ユネスコへ推薦書を提出

平成２４年 ９月 ＩＣＯＭＯＳの専門家による現地調査

３． 「富士山」のこれまでの経緯

平成１９年 １月 ユネスコの世界遺産暫定一覧表に記載

平成２４年 １月 ユネスコへ推薦書を提出

平成２４年８～９月 ＩＣＯＭＯＳの専門家による現地調査

平成２４年１２月 ＩＣＯＭＯＳから追加情報の要請

平成２５年 ２月 ＩＣＯＭＯＳへ追加情報を提出

４． ２つの遺産に係る今後の予定

第３７回世界遺産委員会（平成２５年６月１６日～２７日、於：プノンペン）において、ＩＣＯＭＯＳの

本勧告を踏まえ、世界遺産一覧表への記載の可否が決定される。

なお、世界遺産委員会による決議は、諮問機関の勧告と同じ「記載」、「情報照会」、「記載延

期」、「不記載」の４区分によって行われる。

＜担当＞

文化庁文化財部記念物課

課 長 榎本 剛 (内線2873)

世界文化遺産室長 小林 万里子 (内線4784)

世 界 文 化 遺 産 推 薦 係 主 任 岡島 通子 （内線2877）

文 化 財 調 査 官 西 和彦 （内線4763）

電話：03-5253-4111（代表） 03-6734-2877（直通）
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（別添１）

イコモスの評価結果及び勧告の概要（鎌倉）

推薦書の説明は十分に包括的であり、鎌倉の歴史的な重要性は十分に説明さ

れているが、現在の資産の状況は、連続した有形文化財として顕著な普遍的価

値を有していることを証明できていない。すなわち、鎌倉の歴史的重要性が資

産により十全な形で示されていない。

「完全性の条件」は、社寺や切通しを除いて物証として十分満たされていな

く、当該資産で提案されている顕著な普遍的価値が証明されていない。一方、「真

実性の条件」は満たされている。

鎌倉の武家による政治と文化の伝統は疑いもなく、歴史上ユニークなもので

ある。しかし、構成資産では精神的、文化的な側面については示されているも

のの、それ以外の要素については物的証拠が少ないか（史跡、防御的要素）、顕

著さにおいて限定的なものか（武家館跡、港跡）、あるいはほとんど証拠がない

もの（市街地、権力の証拠、生活の様子）である。よって、登録基準ⅲ）の適

用について証明されていない。

武家が鎌倉の地を選び、自然への働きかけによって防御性を高めたことは認

められるが、それは鎌倉の価値の防御的側面を示すのみ（切通し等）であり、

それだけで顕著な普遍的価値を有するとは言えない。一方で、社寺や庭園の景

観は重要であるが、武家発祥の地としての国レベルの重要性のみが示されてお

り、比較検討の観点から顕著な普遍的価値については証明されていない。よっ

て基準ⅳ）の適用について証明されていない。

④基準ⅳ）の適用について

③基準ⅲ）の適用について

②完全性及び真実性について

①顕著な普遍的価値について
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資産の保全法策と範囲、及び緩衝地帯の範囲については問題なしとされたが、

資産全体の視覚的完全性（visual integrity）の観点から資産の周辺が都市化

されていることの影響は無視できない。

管理の体制は十全であるが、これが実際に機能することを確かめる必要があ

る。

現在の構成資産では、主張する価値のうち武家の精神的な側面は示されてい

るが、防御的側面については部分的にのみ示されており、さらにその他の観点

（都市計画、経済活動、人々の暮らし）についての証拠が欠けているという完

全性の観点、及び比較検討の観点から、顕著な普遍的価値を証明できていない。

イコモスは、「武家の古都・鎌倉」（日本）について、「不記載（not be inscribed）」

を勧告する。

⑧勧告

⑦結論

⑥管理体制について

⑤資産及び緩衝地帯の保全について
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（別添 ２）

イコモスの評価結果及び勧告の概要（富士山）

富士山は疑いなく日本におけるひとつの国家的な象徴ではあるが、その影響は日

本をはるかに越えて及んでおり、今や国家的意義を広範に越えている。

一群の（構成資産）が全体としての意味を伝達できることは、価値の理解にとって重

要である。このことは、個々の構成資産が全体の文脈において容易に理解できなけ

ればならないということを意味する。個々の構成資産が山麓の巡礼路及び登山路と

の関連の下にどのように使われたのかが容易に認知されるとともに、御師住宅と登

山路との関係のように構成資産間の関係性についても容易に認知されることが必要

である。個々の構成資産は、それら自体で意味を持つのではなく、ひとつの大きな絵

の中の（複数の）要素である。

完全性及び真実性の条件は満たされているが、いくつかの構成資産については弱

いため強化される必要があり、全体の構成資産群としては相互の関係が強化される

べきである。

完全性に寄与していると見なせない一つの構成資産は、富士山から４５ｋｍ離れて

いる三保松原である。

比較研究は、世界遺産一覧表のために本資産を検討することが正当であることを

示している。

三保松原を除外するならば、評価基準(iii) の正当性は証明されている。

①顕著な普遍的価値について

③比較研究について

②完全性及び真実性について

④基準ⅲ）の適用について
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富士山の景観がどのように人類の歴史の重要な段階を表すものとして見なせるか

が示されていない。

長期にわたる宗教的な伝統は歴史的な複数の段階に伝達されたのに対し、西洋の

芸術思想に影響を及ぼした富士山の図像は一時代に（のみ）緊密に関連している。

富士山を顕著にしているのは宗教的伝統と芸術的伝統の融合である。

評価基準(iv)の正当性は証明されていない。

三保松原は 45km離れており、山（富士山）の一部として考慮し得ない。

評価基準(vi)の正当性は証明されている。

資産に対する主たる脅威は、山岳が巡礼の資産として発展してきたことを示す能力

をさらに弱め、個々の構成資産間の関連性の視覚的ネットワークを妨げるような開発

が拡大しつつあることである。

来訪者数の増加は、斜面の流亡に関連して相当の問題を引き起こしているように見

え、その対応のために提案されている公共工事は神聖なる山岳に対する負の影響の

観点から検討を要する。

いくつかの構成資産の内部及びその周辺においては、さらなる開発に対する制御

及び来訪者管理戦略、危機対策計画が緊急に必要である。

三保松原から富士山に対する展望は、潜在的に問題であると考える。著名な北斎

の版画に見られる展望地点ではあるが、複数の関連する展望地点が存在し、そのう

ちのいくつかは防波堤のために審美的な観点から望ましくない。しかし、色彩・形態の

観点から自然的な景観に馴染ませるための意図的な取組が行われてきた。

推薦資産及び緩衝地帯の境界線は適切であるが、三保松原は顕著な普遍的価値

に貢献していない。

⑧推薦資産の範囲と緩衝地帯について、その保護手法について

⑦資産に影響を与える要因について

⑤基準ⅳ）の適用について

⑥基準ⅵ）の適用について
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精神性と芸術的関連性を反映させるために、資産名称を拡大（展開・詳述）すること

について追加的に勧告する。

三保松原を除き、評価基準(iii)及び(vi)の下に富士山を世界遺産一覧表に記載する

ことを勧告する。

精神性と芸術的関連性を反映させるために、資産名称を拡大（展開・詳述）すること

について追加的に勧告する。

２０１６年の第４０回世界遺産委員会において審査できるように、締約国に対して２０

１６年２月１日までに世界遺産センターに保全状況報告書を提出するよう勧告する。

報告書には、文化的景観のアプローチを反映した資産の全体ビジョン、来訪者戦略、

登山道の保全手法、情報提供戦略、危機管理計画に関する進展状況を提示するとと

もに、管理計画の全体的改定をも含めるよう勧告する。

⑩勧告

⑨資産の名称について


